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平成２１年度 第２回人事委員会会議結果

１ 開催日時

平成２１年４月２８日（火）午前１０時００分～１０時４２分

２ 開催場所

人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階）

３ 出席者

【人事委員】

委 員 長 曽 我 紀 厚

委 員 髙 橋 敬 一

委 員 佐 蔵 絢 子

【事務局職員】

事務局長 西 山 秀 雄 次 長 加賀田 啓

任用課長 西 尾 孝 之 給与課長 稲 田 将

副 主 幹 松 本 秀 樹 副 主 幹 懸 樋 順 一

副 主 幹 川 口 豊 長

【傍聴者】 なし

４ 議 題

議案第１号 平成２１年度鳥取県職員採用試験【平成２１年７月１日採用分】〔大学卒業程度（土

木）、高校卒業程度（一般事務）〕の第１次試験合格者の決定について

報告第１号 平成２１年度警察官採用試験（警察官Ａ（１回目））の受験申込状況について

報告第２号 対県五者共闘会議からの抗議文について

協議等事項

１）人事院規則１３－５（職員からの苦情相談）の一部改正について

２）平成２１年民間企業における夏季一時金に関する調査状況について

３）全人連役員会の会議資料及びその概要について

５ 会議の公開・非公開

議案第１号及び協議等事項を非公開とした。

６ 議 事

（１）議案第１号

平成２１年度鳥取県職員採用試験【平成２１年７月１日採用分】〔大学卒業程度（土木）、高校卒
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業程度（一般事務）〕の第１次試験合格者の決定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

① 実施結果

職 種
公告時採用

予定者数
申込者数

第１次試験

受験者数

第１次試験

合格者数

受 験

率

受験競争

率

(A) (B) (C) (C/B) (C/A)

名程度 名 名 名 ％ 倍

土 木 ２ 43 （ 3 ） 34 （ 2 ） 4（0） 79.1 17.0

一般事務 ３ 461（159） 324（112） 10（3） 70.3 108.0

計 ５ 504（162） 358（114） 14（3） 71.3 71.6

※表中の（ ）は女性の内数。

② 試験日程

試 験 日 ４月１９日（日）

試 験 会 場
鳥取会場：鳥取大学工学部
米子会場：鳥取大学医学部

試 験 種 目

【土木】
教養試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式）、論文試験、
適性検査
【一般事務】
教養試験（多肢選択式）、作文試験、適性検査

第１次
試験

合 格 者 発 表 日 ４月２８日（火）

試 験 日 ５月２１日（木）～２２日（金）のうち指定する１日（予定）

試 験 会 場 県庁会議室

試 験 種 目 人物試験（集団討論及び個別面接）

第２次
試験

採用候補者発表日 ６月２日（火）（予定）

（２）報告第１号

平成２１年度警察官採用試験（警察官Ａ（１回目））の受験申込状況について、事務局が説明した。

【説 明】

① 申込期間 ３月２７日（金）～４月２０日（月）

② 申込状況

試験区分
公告時採用予定者数

（Ａ）
申込者数（Ｂ） 申込競争率（Ｂ／Ａ）

警察官（男性）

名程度

３１

名

１６５

倍

５．３

警察官（女性） ２ ３４ １７．０

柔道 １ ２ ２．０警察官（男性）

〈武道〉 剣道 １ ４ ４．０

計 ３５ ２０５ ５．９

③ 試験日程

試 験 日 ５月１０日（日）

試 験 会 場
鳥取会場：県庁講堂

米子会場：西部総合事務所講堂

第１次

試験

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、論文試験



- 3 -

合 格 者 発 表 日 ５月１９日（火）（予定）

試 験 日 ６月１５日（月）、１６日（火）（予定)

試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室、県庁会議室、県警察学校

試 験 種 目
人物試験（集団討論及び個別面接）、適性検査、身体検査、体力

検査、実技（武道受験者のみ）

第２次

試験

採用候補者発表日 ７月３日（金）（予定）

※第２次試験は、警察本部に委任して実施。

（注） 第１次試験で実施する論文試験の評価は第２次試験で行います。（第１次試験合格者のみ採

点します。）

④ 採用予定時期 平成２２年４月１日

〈参考：平成２０年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（１回目））の申込状況〉

試験区分
公告時採用予定者数

（Ａ）
申込者数（Ｂ） 申込競争率（Ｂ／Ａ）

警察官（男性）

名程度

２１

名

２０８

倍

９．９

警察官（女性） ２ ４０ ２０．０

柔道 １ ５ ５．０警察官（男性）

〈武道〉 剣道 １ ４ ４．０

計 ２５ ２５７ １０．３

（３）報告第２号

対県五者共闘会議からの抗議文について、事務局が説明した。

【説 明】

１ 2009 年夏季一時金の特別調査を中止すること。

２ 2009 年夏季一時金の特別調査が現状認識に止まるにしても、調査結果に信頼性の無いことから,

法制度である勧告に用いないこと。

３ 民間給与実態調査を代償の対象である労働組合との協議が整わないまま変更しないこと。

（４）協議等事項

ア 人事院規則１３－５（職員からの苦情相談）の一部改正について

イ 平成２１年民間企業における夏季一時金に関する調査状況について

ウ 全人連役員会の会議資料及びその概要について

７ 次回の人事委員会の開催

平成２１年５月１１日（月）午後１時３０分から開催することとした。


